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愛知県公共土木設計業務等委託契約約款 新旧対照表 

【新】 【旧】 

 

昭和４８年 ４月 １日施  行 

令和 ７年 ４月 １日一部改正 

令和 ８年 ４月 １日一部改正 

 

 

第１条～第４８条 略 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第４９条 略 

２～４ 略 

５ 第１項第一号に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応す

る業務委託料を控除した額（１,０００円未満の端数金額及び１,０００円未満の金額は、切り捨てる。）につ

き、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額とする。 

６～８ 略 

 

第５０条 略 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５１条 略 

２ 第３２条第２項（第３４条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが

遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４

年法律第２５６号）第８条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の

遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

第５２条～第５６条 略 

 

昭和４８年 ４月 １日施  行 

令和 ７年 ４月 １日一部改正 

 

 

 

第１条～第４８条 略 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第４９条 略 

２～４ 略 

５ 第１項第一号に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応す

る業務委託料を控除した額（１,０００円未満の端数金額及び１,０００円未満の金額は、切り捨てる。）につ

き、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額とする。 

６～８ 略 

 

第５０条 略 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５１条 略 

２ 第３２条第２項（第３４条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが

遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４

年法律第２５６号）第８条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の

遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

第５２条～第５６条 略 

 


